
仕  様  書 
                       産業観光局中央卸売市場第一市場 

（担当：白尾、石村 ℡：311-6274） 
件 名 京都市中央卸売市場第一市場施設整備事業における土地利用履歴調査の更

新業務 
履行期間 契約の日の翌日から令和８年１２月３１日まで 
契約条件 第１ 目的 

  本業務は、京都市中央卸売市場第一市場施設整備事業において、土壌汚 
染対策法に定められた手続等を検討するため、事業用地の土地利用履歴調

査を行い、施設整備事業を円滑に実施することを目的とする。土地利用履

歴調査は、施設整備事業を実施するに当たって事業用地の利用状況を把握

するための調査であり、既往の土地利用履歴調査を参考に土壌の汚染の蓋

然性についての判断及び土壌調査の必要性を検討する際の判断材料とす

るものである。 
 
第２ 事業用地概要 
 施 設 名  京都市中央卸売市場第一市場 
 所 在 地  京都市下京区朱雀分木町８０ 
 用地面積  現状面積：約１４７，１９２㎡ 

計画面積：約１０５，０００㎡ 
（京都市中央市場施設整備基本計画に基づく面積） 

 筆  数  約２００筆 
 
第３ 業務内容 
１ 業務委託対象範囲 

 業務委託対象範囲は、調査対象範囲（事業用地）において、土壌汚染対

策法、関係条例及び既往の報告書等に基づき土地の利用履歴調査を行い、

その結果試料採取が必要となった場合には、土壌調査計画案の作成までを

行うものである。 
なお、本業務の実施に当たっては、産業観光局中央卸売市場第一市場及

び環境政策局等と協議を行うこと。 
 
２ 土地利用履歴等調査 

 調査対象範囲における土壌汚染状況について、土地の利用履歴等の整理

及び現地調査を実施し、土壌汚染のおそれのある土地について、資料を取

りまとめる。 



 土地の利用履歴等の整理に際しては、土壌汚染対策法に基づく報告書等

作成に向けたリストを作成するとともに、登記簿謄本等に記載された内容

を転記した土地情報リストを作成する。 
  なお、調査は、土壌汚染調査技術管理者等の土壌汚染に関する知識を有

する者が行うこと。 
 ⑴ 文献調査 

 調査対象範囲において、過去にわたる工場・事業場等の存在、埋設廃

棄物の有無等の利用の履歴について、以下のような公的な環境関連情報

や、土地利用の履歴に関する情報収集を行うものとする。 
  ア 既存資料調査 

 登記簿謄本（閉鎖登記簿等を含む。）、地形図、航空写真、住宅地図、

工事記録等を収集し、対象地及び周辺の環境について整理する。 
また、特定有害物質の使用状況について、以下の資料を整理し、取

りまとめる。 
   ・ 水質汚濁防止法に係る届出書類 
   ・ 下水道法に係る届出書類 
   ・ 有害物質使用特定施設の使用状況等に関する資料 

 ただし、登記簿謄本や不動産登記法第１４条に規定する地図等、登

記所に備え付けている書類の収集については、委託者が行う。 
  イ 現地確認調査 

 既存資料調査で作成した内容を基に現地調査により、対象地の現状

及び周辺環境の確認を行う。 
  ウ 聞き取り調査 

 既存資料等に説いて不明確な部分等を補完するため、必要に応じ

て、当該施設の状況等について、聞き取り調査を実施する。 
 ⑵ 参考法令等 
  ・ 土壌汚染対策法（平成 14年 5月 29 日法律第 53 号） 
    ・ 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 

改訂第 3.1 版（令和 4年 8 月環境省） 
 
３ 土壌汚染状況調査報告及び施設整備事業における土壌汚染対応計画案

の作成 
 土地利用履歴調査の結果を踏まえて、調査対象範囲の汚染のおそれを区

分し、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の調査計画を作成する。  

調査計画の作成に当たっては、施設整備事業を適正かつ円滑に行えるよ

うに、施設の現況把握と跡地利用を考慮し、適正な調査計画とする。 
 



 
 第４ 成果品 

  受託者は、業務完了後、成果品として下記のものをＡ４判３部及び電子

データで提出する。 
 成果品の著作権は全て委託者に属するものとし、委託者の承諾を受けな

いで使用、貸与又は公表してはならない。 
 ① 土地利用履歴等調査結果報告書 
 ② 土地利用履歴調査チェックリスト（土壌汚染状況調査結果報告用） 
 ③ 土壌調査計画案 
 ④ 現場状況写真等 
 ⑤ 土地利用履歴リスト（地番、地目、面積、所有者、移転登記日、登記

原因等を記載すること。別添様式例参照） 
  ※ ②⑤のデータ形式はエクセルとし、その他は委託者において読み取

り可能なデータ形式とする。 
 
第５ 管理技術者及び照査技術者の配置 

 本調査は、土壌汚染対策法に定める指定調査機関が実施するものとす

る。本調査を実施するに当たり、管理技術者及び照査技術者を配置するこ

と。 

 また、管理技術者及び照査技術者に求められる要件は下記のとおりと

し、管理技術者と照査技術者は兼任できないものとする。 

  

区分 資格要件 

管理技術者 土壌汚染調査技術管理者 

照査技術者 技術士（「建設部門」、「環境部門」）又は土壌環境

監理士 

    

第６ 共通事項 

１ 調査実施前提出書類 

  受託者は業務の実施に当たり、調査開始の１０日前までに次の書類を電

子データで提出すること。 

  ・ 業務工程表 

 ・ 業務計画書 

 ・ 管理技術者、照査技術者通知 

 ・ 業務体制表 
 ・ 連絡体制表 
 



 
２ 貸与資料 
  委託者は受託者から要請があった場合、以下の資料を貸与する。 
 ① 平成２６年度：京都市中央市場施設整備事業における土地利用履歴調

査に係る調査資料 
 ② 平成３０年度：京都市中央市場施設整備事業における土地利用履歴の

更新業務に係る調査資料 
③ その他過去の調査資料 

 
３ 契約代金の支払方法 

受託者は、完了届（様式任意）及び成果品の提出をもって、本業務の完

了を報告する。 

委託者において成果品の検収が完了したのち、受託者の請求に基づき、

委託者は契約期間の業務終了後、３０日以内に一括して契約代金を支払う

ものとする。 

 
４ その他 

 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた際は、別途委託者と

受託者が協議のうえ、定めるものとする。ただし、協議が整わない場合に

おいては、委託者が定めるものとする。 
 



様式例

京都市中央卸売市場第一市場　土地利用履歴リスト（隣接地含む）例

土地区分 町名 地　番 登記地積（㎡） 所有者 地目 取得年月日 取得事由 備考 所有者 地目 取得年月日 取得事由 備考 所有者 地目 取得年月日 取得事由 備考 所有者 地目 取得年月日 取得事由 備考

（記載例）

市場敷地 中堂寺北町 A-1 1,200.19 京都市 中央卸売市場 H12.1.3 買収 JR西日本 鉄道用地 S24.12.5 継承 旧：四丁町弐拾弐番地 鉄道省 鉄道用地 M44.6.3 買収 旧：四丁町弐拾参番地 京都　太郎 郡村宅地 M36.12.5 買収

隣接民地 中堂寺北町 A-2 120.30 市場　太郎 宅地 買収

隣接公道 中堂寺南町 B-3 253.5 建設省 公衆用道路 H10.12.1 真正な登記名義人の回復 国鉄 鉄道用敷地 S37.12.5 継承 原因：S24.12.5継承 大蔵省 鉄道用敷地 T1.11.23 買収


